
受入病床の確保に向けた緊急の取組み

１．病床使用及び確保の状況

前回（令和3年1月21日時点）

２．具体的な取組み（スキーム）

（１）後方医療機関への退院調整（1/27～）

資料７

今回（令和3年2月3日時点）

（２）病院の枠を超えた看護職員の応援派遣（2/1～）

個別要請により
12床の増床

入院受入医療機関

宮城県医療調整本部

後方医療機関

※47医療機関（1月末時点）

派遣元医療機関
（県内病院）④派遣

③派遣要請（協定締結）
※派遣費用は県が負担
（国費を充当）

①派遣要望
（意向調査）

※11医療機関
（1月末時点）

①報告
（調整困難な患者情報）

③受入打診

②打診先の選定
※本部員（医師）の助言

④回答

⑤窓口紹介
※受入可の場合

②マッチング
※勤務先等の条件を基に個別に調整

全県
確保病床数

全入院者 うち重症者

使用率 31.6% 40.9％

実績
（使用病床数） 75床 9床

母数
（確保病床数） 237床 22床

宮城県医療調整本部

３．重症専用病棟の検討

今後の更なる感染拡大に備えて、新たに重症専用病棟の整備について東北大学病院とともにプランニング

４．その他

新型コロナの治療・ケアの標準化や効率的な病床利用を図るため、臨床カンファレンスを今後開催

派遣先医療機関
（入院受入医療機関）


